
 

 

 
 

 

 

基礎日額 8,000円

×365日

算定基礎 2,920千円

保険料率 ×1.8%

年間保険料 52,560円

一
人
親
方
労
災
の
加
入
は
民
商
で 

 

建
設
業
で
は
国
土
交
通
省
の
指
導
の
下
で
、
発
注
元
（
親
会
社
）

か
ら
一
人
親
方
労
災
保
険
の
加
入
が
求
め
ら
れ
る
事
由
が
増
え
て
い

ま
す
。
民
商
で
一
人
親
方
労
災
保
険
加
入
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

保
険
料
は
賃
金
の
年
間
総
額
に
こ
の
保
険
料
率
を
か
け
て
計
算
し

ま
す
が
、
自
営
業
者
で
あ
る
一
人
親
方
の
場
合
は
基
礎
日
額
を
自
分

で
決
め
て
申
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
３
５
０
０
円
か
ら
２
５
０

０
０
円
の
範
囲
で
16
段
階
で
す
。
こ
の
基
礎
日
額
は
保
険
料
の
算
定

基
礎
（
基
礎
日
額×

365
日
）
と
労

災
時
の
休
業
補
償
や
障
害
補
償
の

一
時
金
に
も
関
わ
り
ま
す
。
実
際
に

被
災
し
た
場
合
に
生
活
保
障
も
考

え
て
日
額
を
決
め
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。
年
間
保
険
料
は
算
定
基

礎
に
保
険
料
率
1.8
％
を
乗
じ
た
金

額
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
吹
田
民
商
で
は
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
者
が
加
入
す

る
中
小
事
業
主
の
労
働
保
険
事
務
組
合
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
も
し

建
設
業
の
方
で
事
業
形
態
が
変
わ
り
、
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
な
い

場
合
は
一
人
親
方
へ
の
切
り
替
え
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保

険
料
は
高
く
な
り
ま
す
が
被
災
し
た
場
合
に
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
特
例
制
度
の 

延
長
に
つ
い
て 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
22
日
に
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
各
種

特
例
制
度
が
6
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。 

➢
 

融
資
制
度 

日
本
政
策
金
融
公
庫
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
」

＋
特
別
利
子
補
給
制
度
（
期
日
6
月
30
日
ま
で
） 

保
証
協
会
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
緊
急
資
金
」 

・
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
保
証
4
号
（
地
域
指
定
） 

指
定
期
間
（
認
定
）
は
6
月
1
日
ま
で 

認
定
書
の
有
効
期
間
は
認
定
の
日
か
ら
30
日
。
認
定
書
の
有
効

期
間
内
に
、
信
用
保
証
協
会
へ
申
込
み 

・
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
保
証
5
号
（
業
種
指
定
） 

指
定
期
間
は
6
月
30
日
ま
で 

➢
 

雇
用
調
整
助
成
金
、
休
業
支
援
金
・
給
付
金
、
小
学
校
休
業
等

対
応
助
成
金
、
小
学
校
休
業
等
対
応
支
援
金 

 

6
月
30
日
ま
で
（
予
定
） 

助
成
率
、
支
給
上
限
額
は
3
月
31
日
ま
で
と
同
じ
内
容
（
予
定
） 

注
）
政
府
の
方
針
と
し
て
延
長
。
施
行
に
あ
た
っ
て
は
厚
生
労

働
省
令
の
改
正
を
経
て
実
施 

①
雇
用
調
整
助
成
金 

②
休
業
支
援
金
・
給
付
金 

③
小
学
校
休
業
等
対
応
助
成
金
④
小
学
校
休
業
等
対
応
支
援
金 

➢
 

緊
急
小
口
資
金
・
総
合
支
援
金 

 

6
月
30
日
ま
で 

吹
田
市
が
市
民
課
業
務
委
託
計
画
を
撤
回 

住
民
票
・
戸
籍
謄
本
・
印
鑑
証
明
な
ど
の
証
明
書
の
発
行
や
出
生
・

死
亡
・
婚
姻
転
居
な
ど
の
届
出
な
ど
を
行
う
市
民
課
の
業
務
を
民
間

事
業
者
に
委
託
す
る
予
算
が
吹
田
市
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
3
月
16
日
の
吹
田
市
議
会
予
算
常
任
委
員
会
全
体
会
で
副
市

長
よ
り
一
般
会
計
予
算
案
か
ら
削
除
す
る
旨
が
申
し
出
さ
れ
、
撤
回

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
1
月
中
旬
が
明
ら
か
に

な
り
、
非
常
に
重
要
な
個
人
情
報
も
取
り
扱
う
部
署
の
業
務
委
託
を

危
惧
し
て
、
民
商
を
含
む
複
数
の
市
民
団
体
か
ら
撤
回
を
求
め
る
要

請
を
行
い
ま
し
た
が
、「
政
策
決
定
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
回

答
で
き
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
不
誠
実
な
回
答
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
「
吹
田
の
豊
か
な
公
共
を
取
り
戻
す
市
民

の
会
」
が
結
成
さ
れ
、
街
頭
宣
伝
や
ビ
ラ
配
布
、
市
長
へ
の
要
望
書

と
弁
護
士
の
意
見
書
の
提
出
、
市
議
会
へ
の
陳
情
な
ど
活
発
に
撤
回

を
求
め
る
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
運
動
の
成
果
も
あ
り
市
議
会

の
予
算
常
任
委
員
会
文
教
市
民
分
科
会
の
審
議
で
は
、
こ
の
計
画
に

そ
れ
ぞ
れ
の
会
派
か
ら
の
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
行
政
側
の
答

弁
不
能
や
撤
回
が
繰
り
返
さ
れ
、
委
託
に
積
極
的
な
会
派
か
ら
も
厳

し
い
評
価
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
市
議
会
で
の
可

決
が
厳
し
い
た
め
、
行
政
側
か
ら
撤
回
さ
れ
ま
し
た
。 

 

事
業
復
活
支
援
金
申
請
会 

3
月
18
日
と
22
日
に
復
活
支
援
金
申

請
会
を
民
商
事
務
所
で
開
催
し
12
名
が

参
加
し
ま
し
た
。
18
日
の
夜
に
開
催
さ
れ

た
申
請
会
で
は
、
副
会
長
の
森
川
さ
ん
か

ら
挨
拶
の
あ
と
事
務
局
か
ら
モ
ニ
タ
ー
を

使
い
な
が
ら
、
支
援
金
制
度
の
概
要
や
流

れ
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
参
加
者
全

員
が
「
事
前
確
認
」
の
手
続
き
が
ま
だ
で

き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
重
点
的
に
説
明

し
ま
し
た
。
吹
田
市
内
の
登
録
確
認
機
関
一
覧
を
確
認
し
た
う
え
で
、

支
援
金
Ｈ
Ｐ
で
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成
し
仮
申
請
Ｉ
Ｄ
を
取
得
す
る
と

こ
ろ
ま
で
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
支
援
金
申
請
ペ
ー
ジ
の
紹
介
し

申
請
に
必
要
な
書
類
や
入
力
事
項
の
確
認
を
行
い
ま
し
た
。 

 

伝
言
板 

事
業
復
活
支
援
金
申
請
会 

4
月
5
日
（
火
）
14
時
00
分
・
8
日
（
金
）
19
時
00
分 

ア
カ
ウ
ン
ト
の
取
得
、
事
前
確
認
の
手
続
き
の
説
明
や
申
請
の
補
助

を
行
い
ま
す
。
申
請
期
限
は
5
月
31
日
ま
で
で
す
。
事
前
確
認
や

書
類
準
備
に
も
手
間
が
か
か
る
た
め
余
裕
を
持
っ
た
準
備
が
必
要
で

す
。
申
請
を
検
討
し
て
い
る
方
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

大
商
連
青
年
部
協
議
会
主
催
Ｓ
Ｎ
Ｓ
活
用 

学
習
会 

4
月
5
日
（
火
） 

20
時
00
分 

会
場 

大
商
連
会
館
3
Ｆ
（
大
阪
市
中
央
区
玉
造
2—

28-

4
） 

講
師 

牧
田 

耕
一
さ
ん
（
株
式
会
社
ま
こ
ろ
企
画
・
堺
東
民
商
） 


